
 

一体型滞在快適性等向上事業に係る地方税法の特例の概要 

 

《制度概要》 

・都市再生特別措置法の改正に対応したウォーカブルエリア内において，公共空間を提 

供した民間事業者への固定資産税や都市計画税の軽減を図る。 

・市町村が作成する都市再生整備計画で定めたウォーカブルエリア内の一体型滞在快適

性等向上事業によって整備される一定の固定資産について，最初の５年度分の固定資

産税又は都市計画税に限り，当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標

準となるべき価格の２分の１とする。 

 

《一体型滞在快適性等向上事業》 

 ・ウォーカブルエリア内の民間事業者（土地所有者等）が，市町村が実施する公共施設の

整備又は管理に関する事業（市町村実施事業）と一体的に実施される滞在の快適性等の

向上に資する施設の整備 

 

《市町村実施事業》 

 ・車道の一部を広場化（歩行者空間の充実） 

 ・道路のカラー舗装によるまちあるきルートの整備 

 ・都市公園に交流の拠点となる施設（カフェ，売店等）の設置 等 

（福山市実施事業（案）） 

 福山駅周辺デザイン計画に定めるウォーカブルエリア内で，まちづくりの核や拠点，そ

れをつなぐ主要な通りを整備し，又は管理する事業  

  ・福山城公園パークマネジメント 

  ・中央公園 Park-PFI事業 

  ・RiM再生事業 等 

 

《ウォーカブルエリア》 

 ・都市再生整備計画で定めたエリア内（下図の範囲） 
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《対象となる事業者》 

 ・対象区域内の土地の所有者・借地権等を有する者 

 

《対象資産》 

福山駅周辺デザイン計画に定めるウォーカブルエリア内で，まちづくりの核や拠点，そ 

れをつなぐ主要な通りに隣接もしくは近接する土地，償却資産，又は家屋  

・土  地：公共空間の拡大を図るために公共施設等の用に供した土地 

・償却資産：当該土地の上に設置した償却資産 

・家  屋：公共施設との一体性を高めまちの魅力向上に資するオープン化改修（ガラス

張り等）後の家屋（不特定多数の者が自由に交流・滞在できるスペースに限

る。） 

 

《対象要件》 

 ・民地のオープンスペースとしての提供（通路・広場化，ベンチの設置等） 

 ・建物低層部のオープン化（ガラス張り化，オープンテラス化，ピロティ化） 

 

《制度対象期間》 

 ・都市再生特別措置法の一部を改正する法律に関係する政令の施行日（9月中）から令和

4年 3月 31日まで 

 

《相談窓口》 

福山市 建設局 福山駅前再生推進部 福山駅前再生推進室 

 

※制度の詳細は，現在国において検討中です。 

 

 

 

 



出典：国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000072.html



出典：国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000072.html



福山市・事業実施予定者による事業の検討

福山市・関係者による滞在快適性等向上
区域の検討

ウォーカブル税制優遇について（フロー図）
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申請
※１

※１要件に該当するかの確認ができたら通知する。都市再生整備計画へは随時記載。


